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入札公告 

次のとおり条件付一般競争入札を行います。 

平成３０年 10月１１日 

大阪府道路公社理事長 吉備 敏裕 

１ 発注の内容 

公告番号 大阪府道路公社公告第 16号 

発注年度 平成 30年度 

工事名称 第二阪奈有料道路 防災設備更新工事 

工事種別 消防施設工事 

受注希望工種 対象外 

工事場所 生駒市壱分町８７地内 外 

契約期間 平成３２年３月１５日まで 

工事概要 

１． 防災設備更新 １式 

２． 製作・据付・調整 １式 

   
 

最低制限価格制度 採用しない 

予定価格の公表 事後公表 

支払い

条件 

前払金 契約金額の４０％（10万円未満切り捨て）  

部分払 平成 31年度 ３回 

支払限度

額割合 
平成 30年度 0％ 、 平成 31年度 100％ 

かし担保期間 １年 

必要な火災保険等 火災保険 又は 組立保険 

建設リサイクル法 対象 

※本入札公告のほか、契約内容等に関する詳細事項は、下記２（１）で配布する入札説明書等による。 

 

２ 発注スケジュール等 

(1)入札説明書等の

配布及び入札参加

申込 

 

 

 

 

 

期間 
公告日から平成 30年 10月 19日（金）までの、土曜日、日曜日を除

く、午前 10時から正午まで及び午後 1時から午後 4時まで。 

配布書類 

①入札説明書 

②入札参加申込書（参加資格確認申請書）（様式１） 

③配置技術者調書（様式２） 

④社会保険に関する誓約書（様式） 

送付先 下記「５ 担当部署・問合せ先」 
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(2)設計図書等の配

布 

本件に係る入札手続において、設計図書等は電子ファイルをＣＤ－Ｒに焼き付

けて配布します。（ＣＤ－Ｒは入札参加申請時に提出していただきます。） 

 ※使用するアプリケーションは、Ｍicrosoft Ｗord(ＤＯＣ形式・ＤＯＣＸ形式)、Ｍ

icrosoft Ｅxcel（ＸＬＳ形式・ＸＬＳＸ形式）及びＡdobe Ａcrobat（ＰＤＦ形式）です。 

(3)入札日 平成 30年 11月 12日（月）（紙入札） 

(4)その他 

入札参加者は、この入札公告のほか、別途配布する「入札説明書」及び「競争

入札心得」の内容を遵守するとともに、契約に必要な条件を熟知のうえ、入札を

行って下さい。 

※本入札公告のほか、入札手続等に関する詳細事項は、上記２（１）で配布する入札説明書等による。 

 

３ 入札参加資格 

入札参加者は下記項目をすべて満たしていること。 

(1)登録業種 
平成３０年度大阪府建設工事競争入札参加資格者名簿中 

「消防施設工事」に登録をされている者であること。 

(2) 参加

可 能 対

象者等 

単体 

府内業者（建設業法上の主たる営業所の所在地が大阪府内にある者をいう。） 

       ：入札参加資格「消防施設工事」の総合点数が 740点以上のもの 

 府外業者（建設業法上の主たる営業所の所在地が大阪府外にある者をいう。） 

       ：入札参加資格「消防施設工事」の総合点数が 840点以上のもの  

経常 JV 対象外 

特定 JV 対象外 

組合 対象外  

(3)建設業の許可 「消防施設工事」について建設業法（昭和 24年法律第 100号）に基づく特定建設業

の許可を有していること。 

(4)配置技術者 「消防施設工事」について、監理技術者資格者証を有する監理技術者（入札参加

申込時点において直接的な雇用関係を有しており、その雇用期間が３ヶ月以上

である者に限る。）を専任で配置できる者であること。ただし、工場製作を含む場

合、工場製作のみで現場が稼働していない期間については、監理技術者の専任

配置を要しない。 

(5)工事成績点 平成２９年度中に完成検査を受けた大阪府道路公社または大阪府都市整備部発

注工事で、６４点以下の工事成績点を取得していない者であること（JV として受注し

た工事も含む。）。 

(6)経営事項審査の

審査基準日 
「消防施設工事」について、建設業法第 27 条の 23 の規定による経営事項審査の

審査基準日が平成 29年 4月 12日以降の日であること。 

 ただし、入札参加申込書の提出時点において当該要件を満たさない者につい

ては、当該要件を満たす経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の写し

（入札日までの日付のもの）を入札時点までに提出すること。 

(7)社会保険 
公告の日までに、雇用保険法（昭和 49 年法律第 116 号）に基づく雇用保険、健康保

険法（大正 11年法律第 70号）に基づく健康保険及び厚生年金保険法（昭和 29年法

律第 115 号）に基づく厚生年金保険（以下「全ての社会保険」という。）に事業主として

加入していること。ただし、各保険について法令で適用が除外されている場合を除く。 
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(8)低入札価格調査

における失格判定

に関する事項 

本入札の公告日を起算日として過去 3 ヶ月間に、大阪府都市整備部発注工事の

一般競争入札に係る低入札価格調査で失格判定（※）を受けていない者であること。

（※）大阪府総務部契約局低入札価格調査制度実施要綱（建設工事版）第８条第２項

に規定する事前調査の実施による失格判定を含む。ただし、失格基準価格に係る失

格判定を除く。 

(9)経常ＪＶに関する

事項 

経常ＪＶの構成員が入札参加申請を行う場合にあっては、平成３０年度の大阪府

都市整備部発注工事（単価契約によるものは除く。）において、その所属する経常ＪＶ

が入札参加申請を行わず、又は入札に参加していないこと。 

(10)一般事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 入札に参加する者に必要な資格（以下「入札参加資格」という。）は、次に掲げ

る要件とする。 

ア 大阪府建設工事競争入札参加資格者名簿に登録されていること。 

イ 民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）第 21 条第１項又は第２項の規定に

よる再生手続開始の申立てをしている者又は申立てをなされている者（同法第

33 条第１項の再生手続開始の決定を受け、かつ、大阪府建設工事競争入札

参加資格の再認定がなされた者を除く。）、会社更生法（平成14 年法律第154 

号）第 17 条第１項又は第２項の規定による更生手続開始の申立てをしている

者又は申立てをなされている者（同法第 41 条第１項の更生手続開始の決定

を受け、かつ、大阪府建設工事競争入札参加資格の再認定がなされた者を除

く。）、金融機関から取引の停止を受けている者その他の経営状態が著しく不

健全であると認められる者でないこと。 

ウ 公告の日までに、建設業法（昭和 24 年法律第 100 号）別表第１の上欄に掲

げる建設工事の種類（以下「業種」という。）のうち、(1)に定める業種について、

同法第３条第６項に規定する一般建設業の許可又は特定建設業の許可を受

けた者であること。 

エ 建設工事の種類について、（6）に示す審査基準日以降の日を審査基準日と

する建設業法第 27 条の 23 の規定による経営事項審査（以下「経営事項審

査」という。）を受けていること。 

オ 入札参加申込書の提出の日までに、(1)に定める建設工事の種類について

発注年度に該当する大阪府建設工事競争入札参加資格の認定を受けている

こと。 

カ 入札公告の日から入札の日までの期間において、次のいずれにも該当しな

い者であること。 

(ア) 大阪府入札参加停止要綱及び大阪府道路公社競争入札等審査要綱に

基づく入札参加停止の措置を受けている者 

(イ) 大阪府入札参加停止要綱別表に掲げる措置要件に該当する者（建設業

法第 28 条第３項又は第５条の規定による営業の停止命令であって、大

阪府の区域以外の区域又は入札公告に定める業種以外の業種に係る

ものを受けている者を除く。） 

(ウ) 大阪府公共工事等に関する暴力団排除措置要綱に基づく入札参加除外

措置を受けている者（②キに掲げる者を除く。）又は同要綱別表各号に

掲げる措置要件に該当すると認められる者（②キに掲げる者を除く。） 

(エ) 大阪府又は大阪府道路公社との契約において、談合等の不正行為があ

ったとして損害賠償請求を受けている者（入札公告の日までに当該請

求に係る損害賠償金を納付した者を除く。） 

② 次のアからキまでのいずれにも該当しない者であること。 

ア 成年被後見人 

イ 民法の一部を改正する法律(平成 11年法律第 149号)附則第３条第３項の規

定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の民法（明治29年

法律第 89号）第 11条に規定する準禁治産者 

ウ 被保佐人であって契約締結のために必要な同意を得ていないもの 

エ 民法第 17 条第１項の規定による契約締結に関する同意権付与の審判を受

けた被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ていないもの 
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オ 営業の許可を受けていない未成年者であって、契約締結のために必要な同

意を得ていないもの 

カ 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者 

キ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）
第３２条第１項各号に掲げる者 

ク 地方自治法施行令第 167 条の４第２項各号のいずれかに該当すると認めら

れる者（同項各号のいずれかに該当すると認められることにより、大阪府入札

参加停止要綱に基づく入札参加停止の措置を受け、その措置期間を経過し

た者及び同要綱別表各号に掲げる措置要件に該当し、その措置期間に相当

する期間を経過したと認められる者を除く。）又はその者を代理人、支配人そ

の他の使用人若しくは入札代理人として使用する者 

③ 府税に係る徴収金を完納していること。 

④ 消費税及び地方消費税を完納していること。 

⑤ 雇用保険法（昭和 49 年法律第 116 号）に基づく雇用保険、健康保険法（大正

11年法律第 70号）に基づく健康保険及び厚生年金保険法（昭和 29年法律第

115 号）に基づく厚生年金保険（以下「全ての社会保険」という。）に事業主とし

て加入していること。ただし、各保険について法令で適用が除外されている場

合を除く。 

⑥ 大阪府の区域内に建設業法第３条第１項の許可に係る営業所を有する者で

あること。 

⑦ 大阪府建設工事競争入札参加資格審査申請書（添付書類を含む。）又は資格

審査申請用データ中の重要な事項について虚偽の記載をし、又は重要な事項

について記載をしなかった者でないこと。 

⑧ 建設業法（昭和 24 年法律第 100 号）第３条第１項の許可を受け、及び同法第

27条の 23第２項に規定する経営事項審査を受けている者であること。 

⑨ 大阪府測量・建設コンサルタント等業務競争入札参加資格の認定を受けてい

ない者及び当該資格の審査を申請していない者であること。 

⑩  平成２９年度及び平成３０年度における大阪府建設工事競争入札参加資格の

認定後に当該資格の認定を辞退したことがある者でないこと。 

また、建設工事（建設業法第２条第１項に規定する建設工事をいう。）の種類

を追加するため当該資格の審査の申請をする者にあっては、申請する年度に

おいて当該建設工事の種類の資格の認定を辞退したことがある者でないこと。 

注）表中、単体とは単体企業をいい、経常ＪＶとは経常建設共同企業体をいい、特定ＪＶとは特定建設

工事共同企業体をいい、組合とは官公需適格組合をいう。 

【重要】 

監理技術者又は主任技術者は、公共性のある工作物に関する重要な工事には、工事現場ごとに

専任の者を配置する必要があります。（建設業法第 26条３項） 

この場合、特定建設業又は一般建設業の許可要件である、「経営業務の管理責任者」及び「営業

所における専任技術者」の配置は認められません。 

【重要な工事とは、契約金額 3,500万円以上（建築一式工事の場合は 7,000万円以上）の工事

です。】 

 

４ 入札の無効 

入札に参加する資格のない者及び虚偽の申請を行った者のした入札ならびに入札心得及び入札公

告等において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 

５ 担当部署・問合せ先 

〒540-0012   大阪市中央区谷町三丁目１番１８号 (ＮＳ２１ビル４階) 

大阪府道路公社 総務部 経理課 

電話番号 ０６－６９４１―２５１１ 

 


